
（参考） 経済財政運営と改革の基本方針2015（平成27年6月30日閣議決定）（抄）  

５． 主要分野ごとの改革の基本方針と重要課題 

 ［３］ 地方行財政改革・分野横断的な取組等 

  （国と地方を通じた歳出効率化・地方自治体の経営資源の有効活用） 

 ・  地方財政をめぐる厳しい状況を踏まえ、公営企業については、計画期間内に廃止・民営化や広域的な連携等も含めた抜本的な改革の検討を更に進め、経

営戦略の策定等を通じ、経営基盤強化と財政マネジメントの向上を図る。また、第三セクターについても、「第三セクター等の経営健全化等に関する指針」を踏

まえた取組を推進するとともに、優良事例の全国展開を図る。 

 ・  2018 年度（平成30 年度）までの集中改革期間に、自治体の行政コストやインフラの保有・維持管理情報等（公共施設等総合管理計画の策定、地方公会計

の整備、公営企業会計の適用拡大、地方交付税の各自治体への配分の考え方・内訳の詳細・経年変化など）の「見える化」を徹底して進め、誰もが活用できる

形での情報開示を確実に実現する。また、業務改革を推進するため、民間委託やクラウド化等の各地方自治体における取組状況を比較可能な形で開示する。 

経済・財政再生アクション・プログラム(平成27年12月24日経済財政諮問会議決定)（抄）  

３． 主要分野毎の改革の取組 

 ［３］ 地方行財政改革・分野横断的な取組 

   （１） 地方交付税をはじめとした地方の財政に係る制度の改革 

    （取組方針・時間軸） 

     「見える化」を促進する公営企業会計の適用拡大や、事業廃止・民営化等を含む抜本的な改革の検討、経営戦略の策定を通じた経営

基盤強化、第三セクター等の経営健全化に向けた取組等を通じ、公営企業・第三セクター等の経営の改革を進める。（中略）公営企業・

第三セクターの改革については、既に総務省から自治体に対して各種指針の発出・要請等が行われており、これを踏まえ、計画期間内

のできるだけ早期に取組を進める。 

    （ＫＰＩ） 

    重点事業（下水道・簡易水道）における公営企業会計の適用団体数（人口３万人以上）、経営戦略の策定率や収支赤字事業数の減少

を確認するとともに、収支、繰出金等の指標を用い、地方公営企業分野全体における改革の成果を事後的に検証する。 

  （２）地方行財政の「見える化」  

    （取組方針・時間軸） 

    （中略）あわせて、公営企業会計の適用を推進するとともに、公共施設等の集約化・複合化等の成果の検証を行う。 

    （ＫＰＩ） 

    重点事業（下水道・簡易水道）における公営企業会計の適用団体数を確認することにより、公営企業会計を全面的に「見える化」する。 

公営企業・第三セクター関係部分 
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2014・2015年度

集中改革期間
2019
年度

2016年度
2017
年度

2018
年度

経済・財政再生計画 改革工程表

通常国会 概算要求
税制改正要望等

年末 通常国会

KPI
（第一階層）

2020
年度～

《主担当府省庁等》

《総務省自治財政局》

○公営企業会計の全面的な「見える化」

KPI
（第二階層）

地
方
交
付
税
を
は
じ
め
と
し
た
地
方
の
財
政
に
係
る
制
度
の
改
革

＜④公営企業、第三セクター等の経営の改革＞

集中改革期間

重点事業（下水道事業、簡易水道事業）を中心に、公営企業会計の適用を推進

（重点事業やそ
の他の事業の
進捗状況を踏
まえ、更なる推
進方策（法制化
等）について、
検討）

地方財政措置等により支援

・重点事業にお
ける公営企業
会計の適用自
治体数（人口３
万人以上）

【2020年度予
算から対象自
治体の100％】

【人口３万人
未満の自治体
については進
捗検証】

○2014年度
・2015年度から2019年度ま
での５年間で、下水道及び
簡易水道事業を「重点事業」
と位置付け、公営企業会計
の適用に取り組むよう地方
自治体に要請（2015年１月）

○2015年度
・新会計基準に基づく決算
の公表（2015年９月）
・経営比較分析表について、
2015年度は上・下水道事業
について公表

公営企業会計の適用の進捗状況を調査、各都道府県･市町村別に公表（毎年度）

「経営比較分析表」の公表分野の拡大(毎年度２～３事業分野程度)や廃止・民営化
等の検討に資する指標を研究会等で検討の上、追加する等内容の充実を図り、公
営企業の全面的な「見える化」を強力に推進
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2014・2015年度

集中改革期間
2019
年度

2016年度
2017
年度

2018
年度

経済・財政再生計画 改革工程表

通常国会 概算要求
税制改正要望等

年末 通常国会

KPI
（第一階層）

2020
年度～

《主担当府省庁等》

KPI
（第二階層）

地
方
交
付
税
を
は
じ
め
と
し
た
地
方
の
財
政
に
係
る
制
度
の
改
革

集中改革期間

○公営企業の抜本的な改革（事業廃止、民営化、広域的な連携及び民間活用）の検討の推進

＜④公営企業、第三セクター等の経営の改革＞

《総務省自治財政局》

○2014年度
・各地方自治体に対し、公営
企業の経営健全化等に取り
組む前提として、廃止・民営
化等を含めた経営のあり方
を検討するよう要請するとと
もに、引き続き、公営企業と
して事業を継続する場合は、
「経営戦略」を策定し、その
策定にあたっては、広域化
や民間の資金・ノウハウの
活用等についても検討する
よう要請（2014年８月）

・病院事業について、新公
立病院改革ガイドラインを策
定し、各地方自治体に対し、
新公立病院改革プランに基
づく再編・ネットワーク化の
推進等に取り組むよう要請
（2015年３月）

・収支赤字
事業数

【2014年度
決算（1174
事業）より
減少】

・地方の自
主的な取組
を前提としつ
つ、地方公
営企業分野
全体におけ
る改革の成
果を事後的
に検証する
指標

（例えば、収
支、繰出金
等）

抜本的な改革についての優良事例集を作成し、
横展開を推進

（以降、定期的に更新し、
内容の充実を図る）

個別事業における広域化等の推進
（連携中枢都市圏構想等における都市間連携の推進、

各都道府県別の広域化検討体制の構築（水道）、
最適化・広域化・共同化の推進（下水道）、

新改革プランに基づく再編・ネットワーク化の推進（病院））

研究会を立ち上げ、廃止・民営化等の考え方や対
象・課題・方策、広域連携、改革の成果の検証等
の方策について検討

検討結果に
基づき、左
記の方策を
実施

（優良事例を抽出）

（課題等を抽出）

抜本的な改革の取組状況や課題等について、毎年度調査
結果について、個別団体ごとに公表し、「見える化」を推進
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2014・2015年度

集中改革期間
2019
年度

2016年度
2017
年度

2018
年度

経済・財政再生計画 改革工程表

通常国会 概算要求
税制改正要望等

年末 通常国会

KPI
（第一階層）

2020
年度～

《主担当府省庁等》

《総務省自治財政局》

○経営戦略の策定を通じた公営企業の経営基盤強化

KPI
（第二階層）

＜④公営企業、第三セクター等の経営の改革＞

地
方
交
付
税
を
は
じ
め
と
し
た
地
方
の
財
政
に
係
る
制
度
の
改
革

集中改革期間

○2014年度
・各公営企業が、将来にわ
たって安定的に事業を継続
していくための中長期的な基
本計画である「経営戦略」の
策定を地方自治体に要請
（2014年８月）
・病院事業について、新公立
病院改革ガイドラインを策定
し、各地方自治体に対し、
「地域医療構想」を踏まえた
新公立病院改革プランを策
定するよう要請（2015年３月）

○2015年度
・「経営戦略ガイドライン」の
策定
・病院事業について、新公立
病院改革プランに基づく再
編・ネットワーク化に取り組
む地方自治体に対し、交付
税措置を重点化

・経営戦略の
策定率

【2020年度ま
でに100％】

・新公立病院
改革プランの
策定率

【2018年度ま
でに100％】

・収支赤字事
業数

【2014年度決
算（1174事
業）より減
少】

・地方の自
主的な取組
を前提としつ
つ、地方公
営企業分野
全体におけ
る改革の成
果を事後的
に検証する
指標

（例えば、収
支、繰出金
等）水道事業について、経営戦略を策定し、広域化等

に取り組む地方自治体に対し、交付税措置を重点
化

水道の高料金
対策及び下水
道の高資本費
対策に係る交
付税措置につ
いて、経営戦
略策定を要件
化

経営戦略の策定に係る進捗状況を毎年度調査
調査結果について、個別団体ごとに公表し、取組状況の「見える化」を推進

経営戦略の策定について、財政支援措置を講じ、集中的に推進

策定の遅れてい
る団体・分野の取
組を促進
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2014・2015年度

集中改革期間
2019
年度

2016年度
2017
年度

2018
年度

経済・財政再生計画 改革工程表

通常国会 概算要求
税制改正要望等

年末 通常国会

KPI
（第一階層）

2020
年度～

《主担当府省庁等》

○第三セクター等の改革

《総務省自治財政局》

KPI
（第二階層）

＜④公営企業、第三セクター等の経営の改革＞

地
方
交
付
税
を
は
じ
め
と
し
た
地
方
の
財
政
に
係
る
制
度
の
改
革

・第三セクター
等に対する財
政支援額

（補助金、損
失補償等）
【減少】

集中改革期間

○2014年度
・「第三セクター等の経営健
全化等に関する指針」を策
定し、各地方自治体に対し、
2014年度以降においても、
引き続き、関係を有する第
三セクター等について効率
化・経営健全化に取り組む
ことを要請（2014年８月）

健全経営の維持に
向けた取組を引き
続き推進

（以降、定期的に更新し、
内容の充実を図る）

第三セクター改革などの先進事例集の作成・公表

第三セクター等の財政的リスク等を調査・公表し、
各地方団体の経営健全化の取組を推進
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